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受付年月日 年 月 日
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ｄ

ｑ

凸

Ｉ

４

ｂ

働
磯
蝿
爾
謹
瞬

歸
闇
蝿
幽
昭
和
三
二
年
八
月
三
一
日
生

－

４

ｑ

腸

略
歴

東
京
穂
生
雀
れ
．
同
所
で
過
ご
す
。
東
京
紋
育
大
学

（
現
・
筑
震
大
学
）
陪
日
駒
培
中
学
校
、
同
寓
等
学

校
を
経
て
、
東
京
大
学
法
学
趣
を
卒
婁

昭
和
五
五
年
四
月
司
法
修
習
生

五
七
年
四
月
判
事
柚
任
官
以
後
、
東
京
地
載
、
鮫
高
位
民
事

局
、
厚
生
省
（
現
・
厚
生
労
働
省
）
（
出
向
）
．
札
媒

戴
地
紋
に
励
箇
、
・

平
成
囲
年
四
月
判
事
任
官
以
後
、
東
京
地
蔵
、
最
高
鮫
民
事
局
お

事
官
、
同
屍
艮
．
東
京
高
蚊
、
東
京
飽
瞳
判
事
（
釘

健
括
）
、
司
法
研
修
所
軟
官
同
享
海
局
長
を
馨
め
る
。

二
一
年
八
月
最
高
戯
民
事
局
長
叢
行
政
局
長

二
二
年
七
月
阿
経
現
局
長

・
二
五
年
三
月
静
岡
地
戴
所
長

二
六
年
九
月
東
京
商
戴
判
事
（
鰹
捻
琶

同
年
三
月
最
高
戴
画
席
田
査
官

三
○
年
一
月
東
京
高
裁
長
官
・

令
和
元
年
九
月
最
高
戴
判
所
判
事

最
高
薮
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
喜
な
釦
判

一
令
和
二
年
三
月
二
四
日
第
三
小
法
廷
決
定

文
客
提
出
命
令
の
申
立
人
の
父
の
死
体
に
つ
跡
て
司
法
管
察
■
貝
か
ら

因
定
の
■
腿
を
受
け
た
考
が
尚
煎
館
定
の
た
め
に
必
嬰
な
是
分
と
し
て
戯

判
官
の
許
可
を
受
け
て
し
た
当
肱
死
体
の
解
剖
の
写
真
侭
係
る
傭
報
が
配

巳
き
れ
た
旺
田
的
毘
禄
媒
体
で
あ
っ
て
当
註
司
法
蟹
寮
■
貝
が
所
田
す
る

・
地
方
公
共
団
体
が
所
持
す
る
も
の
は
、
艮
呼
法
二
二
○
条
三
号
所
定
の
い

わ
ゆ
る
怯
律
関
係
文
杏
腱
験
当
す
る
（
全
貝
一
致
、
戯
判
長
）
。

二
令
和
二
年
二
月
一
八
日
大
法
廷
判
快

令
和
元
年
七
月
二
一
日
随
行
の
参
風
院
躍
貝
遍
挙
琶
時
、
平
成
三
０
年

法
律
第
七
五
号
に
よ
る
改
正
後
の
公
唾
遷
拳
法
一
四
条
、
現
表
鋪
三
の
参

瞳
院
（
遷
挙
区
遍
出
）
醒
貝
の
厩
貝
定
数
配
分
規
定
の
下
で
の
灘
挙
区
岡

に
お
け
る
投
票
伍
値
の
不
均
衡
は
、
違
牽
の
問
題
が
生
ず
玉
程
度
の
著
し

い
不
平
辱
状
鰹
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
．
同
規
定
が
賑
法
一
四
条
一

項
等
に
違
反
す
る
に
至
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
ば
で
き
な
い
く
多
数
定
見
）
。

三
令
和
二
年
二
月
二
五
日
大
法
廷
判
決

替
通
地
方
公
共
団
体
の
嘆
会
の
餓
貝
に
対
す
る
出
庫
停
止
の
俄
侭
の
適

否
は
、
司
法
容
登
の
対
象
と
を
ろ
（
全
貝
一
致
）
．
・

四
令
和
二
年
一
二
月
二
二
日
鎗
三
小
怯
建
決
定

雨
わ
ゆ
ろ
神
田
事
件
に
つ
い
て
の
）
再
春
蘭
収
を
棄
却
し
た
尿
決
定

に
審
理
不
尽
の
遠
怯
が
あ
る
（
多
数
量
見
、
欧
判
長
）
。

五
令
和
三
年
七
月
三
○
日
舘
三
小
法
遥
判
快

遠
法
収
集
旺
提
と
し
て
狂
捷
飽
力
を
否
定
し
た
毎
一
審
の
評
歴
手
陵
に

法
令
逮
反
が
あ
る
と
し
た
原
判
決
に
．
法
令
の
解
収
適
用
を
蹟
っ
た
逮
注

が
あ
る
（
全
貝
一
致
、
紋
判
長
〉
・

薮
判
官
と
し
て
の
心
碕
え

事
件
に
多
角
的
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
そ
の
背
景
亭
撹
や
経
緯
な

ど
か
ら
、
賦
判
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
紛
争
や
事
件
の
実
璽
や
真
相
を
十

分
把
縄
し
、
そ
れ
に
適
合
す
る
解
決
や
判
断
を
す
る
よ
う
に
．
こ
の
二
年
岡

の
執
蕃
に
お
い
て
努
力
し
て
き
室
し
た
。
現
在
．
飯
国
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

蛾
症
の
影
毎
に
よ
り
社
会
の
在
り
ょ
う
が
根
幹
か
ら
塵
容
を
迫
ら
れ
て
お

り
、
今
彼
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
よ
り
桑
軟
な
姿
勢

で
事
件
隠
向
Ｏ
合
っ
て
い
息
た
い
と
考
え
て
い
室
す
．
童
た
、
蚊
高
歓
は
、

害
団
審
理
が
誌
本
で
す
が
．
法
廷
で
弁
蝕
の
閉
日
が
同
か
れ
る
事
件
で
は
．

当
事
老
《
代
理
人
）
に
よ
る
活
発
な
弁
箇
が
さ
れ
る
よ
う
工
夫
を
し
て
い
主

す
．
い
ま
だ
試
行
錨
鱗
の
段
陦
で
は
あ
り
ま
す
が
．
当
事
看
は
も
ち
ろ
ん
、

傍
聴
さ
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い
密
画
と
な
る
よ
う
引
き
筏

ｇ
そ
の
工
夫
好
力
を
錠
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
．
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